
平成27年10月の標準報酬制導入時より、全組合員に標準報酬月額決定（改定）通知書お
よび標準期末手当等（標準賞与）決定通知書（以下「標準報酬等決定通知書」という。）の送
付を行ってきましたが、環境に配慮した事務改善や効率化について検討を行い、標準報酬等
決定通知書の一律送付を見直しました。

問合せ先 給付貸付課資格担当�  03-5320-6826

令和3年度末に退職される方※（4月1日付けの人事異動により都共済・他共済へ転出し、
公立学校共済組合東京支部の組合員資格を喪失する方を含みます。）は、令和4年4月1日以
降、今までお持ちの組合員証や被扶養者証等は使用できなくなりますので、必ず所属所に返
却してください（ただし、4月1日から他県の教職員等になり、公立学校共済組合○○支部の
組合員になる場合は、新しい所属所に返却してください。）。4月1日以降、医療機関など（病
院、薬局等）を受診される場合は、窓口で新しい健康保険組合の保険証を提示してください。
また、組合員資格の喪失後に公立学校共済組合東京支部の組合員証等を提示して医療機
関を受診した場合には、当共済組合が負担した医療費総額の7割（一部8割）分と附加金等
の給付金を返還していただきますので、ご注意ください。
※�退職後に再任用フルタイム勤務として働く方は、引き続き公立学校共済組合東京支部の組合員となりますので、組合員証等の
返却は不要です。引き続き、今までお持ちの組合員証や被扶養者証等をご使用ください。

令和3年度末に退職される方の健康保険の手続について

組合員資格喪失手続のご案内

組合員の皆さまへ

標準報酬等決定通知書の一律送付を 
見直しました

この見直しにより、年間2,400kg以上の紙が削減できます。

標準報酬等決定通知書の発行を希望される方は、発行申請書に必要事項を記入の上、所属所を経由して
資格担当へ提出してください。

これまで

全組合員に対して
一律に発行

令和3年度から以下の方へ発行

①給料等支給明細書に標準報酬月額等が記載されていない組合員
②標準報酬等決定通知書の発行を希望する組合員

標準報酬月額および標準期末手当は、給料等支給明細書に記載されております。補�足

今までお持ちの組合員証・被扶養者証等は、
必ず所属所に返却してください。

問合せ先
▶資格喪失について	 給付貸付課資格担当　���  03-5320-6826
▶医療費の返還請求について	 給付貸付課短期給付担当�  03-5320-6827
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